
昭
和
五
十
一
年
一
月
十
三
日
受
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（
質
問
の 

七
） 

答

弁

第

七

号 

   

衆
議
院
議
員
木
原
実
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
公
団
の
犯
し
た
道
路
法
違
反
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
六
第
七
号 

昭
和
五
十
一
年
一
月
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
木
原
実
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
公
団
の
犯
し
た
道
路
法
違
反
に
関
す
る
質
問
に
対 

す
る
答
弁
書 

一
、
二
、
五
及
び
七
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
占
用
期
間
は
、
成
田
市
の
占
用
許
可
処
分
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
成
田
市
の
占
用
許
可
処
分
は
、
無
効
で
は
な
く
、
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）

は
、
道
路
を
違
法
に
占
用
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て
。 

石
油
を
圧
送
す
る
た
め
の
導
管
等
の
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
構
造
及
び
交
通
に
及
ぼ
す
影
響
が

大
き
い
の
で
、
道
路
の
占
用
の
許
可
に
当
た
つ
て
は
、
建
設
省
へ
の
事
前
協
議
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ 

り
、
本
件
の
占
用
許
可
に
際
し
て
も
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
二
十
一
日
事
前
協
議
を
受
け
て
い
る
が
、
占
用
期 



六
に
つ
い
て 

会
計
検
査
院
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
公
団
は
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
て
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
設
置
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
会
計
検
査
上
格
別
の
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
旨
の
回
答
を
得
た
。 

右
答
弁
す
る
。 

間
に
つ
い
て
は
、
協
議
の
対
象
で
は
な
い
。 

四 

 




